
 

 

千 葉 県 警 察 官 給 貸 与 品 取 扱 規 程  

昭 和 32年 ６ 月 10日  

本 部 訓 令 第 ３ 号  

  

〔 沿 革 〕  昭 和 33年 ６ 月 本 部 訓 令 第 10号  昭 和 35年 ３ 月 本 部 訓 令 第 ３ 号   

   昭 和 35年 ８ 月 本 部 訓 令 第 14号  昭 和 38年 11月 本 部 訓 令 第 19号   

   昭 和 47年 ４ 月 本 部 訓 令 第 ８ 号  昭 和 48年 ４ 月 本 部 訓 令 第 ９ 号   

   昭 和 51年 ５ 月 本 部 訓 令 第 ８ 号  昭 和 59年 ５ 月 本 部 訓 令 第 ８ 号   

   昭 和 62年 １ 月 本 部 訓 令 第 １ 号  平 成 ２ 年 11月 本 部 訓 令 第 16号   

   平 成 ７ 年 １ 月 本 部 訓 令 第 ３ 号  平 成 12年 ４ 月 本 部 訓 令 第 13号   

   平 成 14年 11月 本 部 訓 令 第 32号  平 成 19年 ９ 月 本 部 訓 令 第 19号   

   平 成 28年 ９ 月 本 部 訓 令 第 26号     

千 葉 県 警 察 官 給 貸 与 品 取 扱 規 程 を 次 の よ う に 定 め 、 昭 和 32年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

千 葉 県 警 察 官 給 貸 与 品 取 扱 規 程  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 訓 令 は 、 千 葉 県 警 察 基 本 条 例 （ 昭 和 29年 千 葉 県 条 例 第 25号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の

規 定 に 基 き 、及 び 条 例 の 規 定 を 実 施 す る た め 、警 察 官 に 支 給 す る 被 服 及 び 貸 与 す る 装 備 品（ け ん 銃 、

た ま 及 び 附 属 品 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 取 扱 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 支 給 品 の 支 給 期 ）  

第 ２ 条  条 例 第 12条 第 １ 項 よ り 第 ３ 項 ま で に 規 定 す る 支 給 品 （ 以 下 「 支 給 品 」 と い う 。 ） の 支 給 は 、

新 た に 警 部 補 以 下 の 階 級 の 警 察 官 に 採 用 さ れ た 者 及 び 警 視 又 は 警 部 の 階 級 に 初 め て 任 命 さ れ た 者 に

対 し て は そ の 採 用 又 は 任 命 の と き 、 現 に 警 察 官 で あ る 者 に 対 し て は そ の 者 に 支 給 さ れ て い る 支 給 品

の 使 用 期 間 満 了 の 翌 月 に 、 そ れ ぞ れ 行 う も の と す る 。 た だ し 、 支 給 品 の 滅 失 、 き 損 そ の 他 特 別 の 事

由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 支 給 品 の 使 用 期 間 の 計 算 ）  

第 ３ 条  支 給 品 の 使 用 期 間 は 、 支 給 し た 日 の 属 す る 月 か ら 起 算 し 、 暦 に よ り 、 月 を も つ て こ れ を 計 算

す る 。 た だ し 、 冬 帽 子 、 合 帽 子 、 夏 帽 子 、 冬 活 動 帽 子 、 合 活 動 帽 子 、 夏 活 動 帽 子 、 冬 服 、 合 服 、 夏

服 、 冬 活 動 服 、 合 活 動 服 、 冬 ワ イ シ ャ ツ 、 合 ワ イ シ ャ ツ 、 冬 ネ ク タ イ 、 合 ネ ク タ イ 、 冬 活 動 ネ ク タ

イ 及 び 合 活 動 ネ ク タ イ の 使 用 期 間 に つ い て は 、 こ れ ら の 被 服 を 着 用 し な い 月 を 除 く も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 停 職 、 休 職 又 は 療 養 を 命 ぜ ら れ た 者 に 支 給 さ れ て い る 支 給 品 に つ い て

は 、 そ の 者 が 停 職 、 休 職 又 は 療 養 を 命 ぜ ら れ た 期 間 は 、 当 該 支 給 品 の 使 用 期 間 に 算 入 し な い も の と

す る 。  

（ 支 給 品 の 保 存 ）  

第 ４ 条  支 給 品 の う ち 、 冬 帽 子 、 合 帽 子 、 夏 帽 子 、 冬 活 動 帽 子 、 合 活 動 帽 子 、 夏 活 動 帽 子 、 冬 服 、 合

服 、 夏 服 、 冬 活 動 服 、 合 活 動 服 、 防 寒 服 、 雨 衣 、 冬 ワ イ シ ャ ツ 、 合 ワ イ シ ャ ツ 、 冬 ネ ク タ イ 、 合 ネ

ク タ イ 、 冬 活 動 ネ ク タ イ 及 び 合 活 動 ネ ク タ イ （ 以 下 「 制 服 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 使 用 期 間 の

満 了 後 に お い て も 、 次 表 左 欄 に 掲 げ る 制 服 等 に 応 じ て 同 表 右 欄 に 掲 げ る 予 備 数 を 保 有 及 び 使 用 す る

こ と が で き る 。  

な お 、 自 費 購 入 し た 制 服 等 に つ い て も 支 給 品 と み な す 。  

  

品 目  予 備 数   

   冬 帽 子  １   

 制 帽  合 帽 子  １   

   夏 帽 子  １   

   冬 活 動 帽 子  １   

 活 動 帽  合 活 動 帽 子  １   

   夏 活 動 帽 子  １   



     冬 服  ２   

   上 衣  合 服  ２   

     夏 服  10  

   
制 服 ベ ス ト  

（ 女 性 警 察 官 ）  

冬 服  ２   

 制 服  合 服  ２   

   夏 服  ２   

     冬 服  ５   

   下 衣  合 服  ５   

     夏 服  ５   

 
活 動 服  

冬 活 動 服  ２   

 合 活 動 服  ２   

 
防 寒 服  

上 衣  １   

 下 衣  １   

 
雨 衣  

上 衣  １   

 下 衣  １   

 
制 服 用 ワ イ シ ャ ツ  

冬 ワ イ シ ャ ツ  ５   

 合 ワ イ シ ャ ツ  ５   

 
制 服 用 ネ ク タ イ  

冬 ネ ク タ イ  ５   

 合 ネ ク タ イ  ５   

 
活 動 ネ ク タ イ  

冬 活 動 ネ ク タ イ  ５   

 合 活 動 ネ ク タ イ  ５   

（ 貸 与 品 の 貸 与 期 ）  

第 ５ 条  条 例 第 12条 第 ５ 項 に 規 定 す る 貸 与 品 （ け ん 銃 、 た ま 及 び 附 属 品 を 除 く 。 以 下 「 貸 与 品 」 と い

う 。 ） の 貸 与 は 、 新 た に 警 察 官 に 採 用 さ れ た 者 に 対 し て は そ の 採 用 の と き 、 現 に 警 察 官 で あ る 者 に

対 し て は そ の 者 に 貸 与 さ れ て い る 貸 与 品 が 滅 失 又 は き 損 の た め 使 用 不 能 と な つ た と き に 、 そ れ ぞ れ

行 う も の と す る 。  

（ 特 殊 の 被 服 等 の 貸 与 等 ）  

第 ６ 条  条 例 第 12条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 き 、 次 表 左 欄 に 掲 げ る 者 に 対 し て は 同 表 右 欄 に 掲 げ る 特 殊 の 被

服 及 び 装 備 品 （ 以 下 「 特 殊 の 被 服 等 」 と い う 。 ） を 貸 与 す る 。  

（ 所 属 貸 与 品 ）  

  

 勤 務 の 態 様 別  品 目 及 び 員 数   

   演 奏 服 （ 冬 、 合 、 夏 用 （ 長 袖 ・ 半 袖 ） ）  各 １ 着

  演 奏 帽 （ 冬 、 合 、 夏 用 ）  各 １ 個

  演 奏 服 用 肩 章 （ 冬 、 合 、 夏 用 ）  各 １ 個

  演 奏 服 用 飾 緒 （ 冬 、 合 用 ）  各 １ 個

  演 奏 服 用 ネ ク タ イ （ 冬 、 合 用 ）  各 ２ 本

音 楽 隊 員  短 靴 （ 白 色 、 黒 色 ）  各 １ 足

  隊 長 章  １ 個

  隊 員 章  ２ 個

  作 業 服  １ 着

  屋 内 用 シ ュ ー ズ （ 白 色 、 黒 色 ）  各 １ 足

  ベ ル ト （ 白 色 、 青 色 ）  各 １ 本

看 守 勤 務 員  シ ユ ー ズ  １ 足

捜 査 業 務 火 災 現 場 業 務 保 安

関 係 業 務 従 事 員  

作 業 服 （ 長 袖 、 半 袖 ）  各 １ 着

作 業 帽  １ 個

長 靴  １ 足

自 動 車 警 ら 隊 交 通 機 動 隊 等 車 両 整 備 用 作 業 服  １ 着



車 両 整 備 業 務 従 事 員  

  防 炎 出 動 服  １ 着

  防 炎 略 帽  １ 個

機 動 隊 員  防 炎 マ フ ラ ー  １ 本

  階 級 標 識 （ 警 部 以 上 ）  １ 個

  階 級 標 識 （ 警 部 補 以 下 ）   ２ 個

  作 業 服  １ 着

レ ン ジ ヤ ー 業 務 従 事 員  
作 業 帽  １ 個

安 全 靴  １ 足

  革 手 袋  １ 双

  作 業 服  １ 着

爆 発 物 処 理 業 務 従 事 員  作 業 帽  １ 個

  革 手 袋  １ 双

  夜 光 服  １ 着

  交 通 帯 革  １ 組

交 通 警 察 官  
夜 光 交 通 腕 章  １ 個

交 通 日 お お い  １ 枚

  白 あ ご ひ も  １ 本

  警 笛 つ り ひ も  １ 個

  交 通 乗 車 服 （ 冬 服 、 冬 服 （ 防 寒 機 能 付 き ） 、 合 服 及 び

夏 服 ）  
各 １ 着

  乗 車 用 ヘ ル メ ツ ト  １ 個

  乗 車 靴  １ 足

白 バ イ 乗 務 員  
腹 帯  １ 個

乗 車 用 手 袋 （ 冬 、 夏 及 び 夜 間 用 ）  各 １ 双

  マ フ ラ ー  １ 枚

  防 じ ん 眼 鏡  １ 個

  防 じ ん マ ス ク  １ 個

交 通 機 動 隊 員 等  

（ 白 バ イ 乗 務 員 を 除 く 。 ）  

交 通 乗 車 服 （ 冬 服 、 冬 服 （ 防 寒 機 能 付 き ） 、 合 服 及 び

夏 服 ）  
各 １ 着

乗 車 用 ヘ ル メ ツ ト  １ 個

乗 車 靴  １ 足

  冬 服  １ 着

自 動 車 運 転 免 許 試 験 員  
合 服  １ 着

夏 服  １ 着

  帽 子 （ 冬 、 合 、 夏 用 ）  各 １ 個

（ 個 人 貸 与 品 ）  

  

 対 象 者  品 目 及 び 員 数   

 
警 察 官  

出 動 服  １ 着

略 帽  １ 個

２  前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、警 備 実 施 に 当 る 者 に 対 し て は 、警 備 実 施 上 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、

出 動 用 略 帽 及 び 出 動 服 を 臨 時 に 貸 与 す る も の と す る 。  

３  本 部 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 前 各 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 必 要 な 特 殊 の 被 服 等 を 貸 与

す る こ と が で き る 。  

４  前 各 項 に 定 め る 特 殊 の 被 服 等 は 、 貸 与 を 受 け る 者 の 所 属 長 に 対 し て 交 付 し 、 貸 与 を 受 け る 者 に 対

し て は 、 所 属 長 か ら こ れ を 貸 与 す る も の と す る 。  

５  第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に 基 き 特 殊 の 被 服 等 の 貸 与 さ れ た 者 は 、 貸 与 の 事 由 と な つ て い る 勤



務 を 解 か れ た 場 合 は 、貸 与 さ れ て い る 特 殊 の 被 服 等 を す み や か に 所 属 長 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 返 納 品 の 給 貸 与 ）  

第 ７ 条  支 給 品 を 支 給 し 、 又 は 貸 与 品 若 し く は 、 特 殊 の 被 服 等 を 貸 与 す る 場 合 、 必 要 に よ り 返 納 品 を

支 給 し 、 又 は 貸 与 す る こ と が で き る 。  

（ 給 貸 与 品 の 適 正 取 扱 い ）  

第 ８ 条  警 察 官 は 、 支 給 又 は 貸 与 さ れ た 被 服 及 び 装 備 品 の 取 扱 い を 適 正 に し 、 こ れ を み だ り に 改 造 若

し く は 譲 渡 し て は な ら な い 。  

２  所 属 長 は 、 職 員 が 現 に 保 有 し て い る 給 貸 与 品 の 数 を 当 該 職 員 に 定 期 的 に 点 検 さ せ な け れ ば な ら な

い 。  

（ 滅 失 、 き 損 し た 場 合 の 措 置 ）  

第 ９ 条  警 察 官 は 、 使 用 期 間 の 満 了 し な い 支 給 品 又 は 貸 与 品 若 し く は 特 殊 の 被 服 等 の 全 部 又 は 一 部 を

滅 失 し 又 は き 損 し た 場 合 に は 、 直 ち に そ の 旨 を 所 属 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 報 告 を 受 け た 所 属 長 は 、 そ の 事 情 を 調 査 し 、 事 実 を 明 ら か に し て 給 貸 与 品 交 付 （ 交 換 ） 申

請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 本 部 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 給 品 の 返 納 ）  

第 ９ 条 の ２  警 察 官 は 、 条 例 第 12条 第 １ 項 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 制 服 等 の 支 給 を 受 け た 場

合 は 、 第 ４ 条 に 規 定 す る 予 備 数 を 超 え る 制 服 等 を 所 属 長 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 給 品 の 回 収 等 ）  

第 ９ 条 の ３  所 属 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 返 納 を 受 け た 制 服 等 に つ い て は 、 制 服 等 回 収 報 告 書 （ 別 記

第 １ の ２ 号 様 式 ） 及 び 個 人 別 回 収 明 細 書 （ 別 記 第 １ の ３ 号 様 式 ） を 添 え て 、 こ れ を 総 務 部 装 備 課 長

（ 以 下 「 装 備 課 長 」 と い う 。 ） に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

２  装 備 課 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 返 納 さ れ た 制 服 等 に つ い て 、返 納 を 受 け た 日 か ら 15日 以 内 に 焼 却 、

裁 断 等 に よ り 原 型 を と ど め な い よ う に 処 分 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 損 耗 が 軽 度 で 使 用 可 能 な

も の に つ い て は 、 総 務 部 装 備 課 に お い て 保 管 す る こ と が で き る 。  

（ 退 職 者 等 の 給 貸 与 品 の 返 納 手 続 ）  

第 10条  条 例 第 13条 第 １ 項 の 規 定 に 基 き 、 警 察 官 が 失 職 し 、 退 職 し 、 休 職 を 命 ぜ ら れ 、 又 は 臨 時 待 命

を 命 ぜ ら れ 若 し く は 承 認 さ れ た 場 合 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 支 給 品 （ 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 保 存 中

の 制 服 等 を 含 む 。 ） 及 び 貸 与 品 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 返 納 の 事 由 が 生 じ た 日 か ら ３ 日 以 内 に 、 男 性

警 察 官 に あ っ て は 給 貸 与 品 返 納 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 （ そ の １ ） ） 、 女 性 警 察 官 、 交 通 巡 視 員 及 び 少

年 補 導 専 門 員 に あ っ て は 給 貸 与 品 返 納 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 （ そ の ２ ） ） を 添 え 、 所 属 長 に 返 納 し な

け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 13条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 き 、 警 察 官 が 死 亡 し た 場 合 に 返 納 さ れ る 支 給 品 及 び 貸 与 品 に つ い て

は 、 前 項 の 規 定 に 準 じ 、 所 属 長 は 、 そ の 者 の 家 族 を し て 返 納 さ せ 、 又 は 自 ら 返 納 に 必 要 な 措 置 を 講

じ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 殉 職 に 係 る 場 合 等 特 別 な 事 由 が あ り 、 家 族 か ら の 制 服 等 記 念 保 存 承

認 願 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 （ そ の ３ ） ） の 申 請 に 基 づ き 本 部 長 が 承 認 し た 場 合 は 、 申 請 に 係 る 制 服 等 を

回 収 し な い も の と す る 。  

３  所 属 長 は 、 前 ２ 項 の 手 続 に よ り 返 納 品 を 受 理 し た 場 合 は 、 そ の 品 目 及 び 員 数 を 点 検 し 、 給 貸 与 品

返 納 書 を 添 え 、 こ れ を す み や か に 本 部 長 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

４  装 備 課 長 は 、 前 項 の 手 続 に よ り 本 部 長 に 返 納 さ れ た 品 目 の う ち 、 使 用 期 間 を 満 了 し た 制 服 に つ い

て は 、 第 ９ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に 準 じ て 処 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 療 養 者 の 給 貸 与 品 の 保 管 等 ）  

第 11条  長 期 ３ か 月 以 上 の 療 養 を 命 ぜ ら れ た 者 は 、制 服 等（ 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 保 存 中 の も の を 含 む 。）

及 び 貸 与 品 の 一 部 に つ い て 給 貸 与 品 保 管 申 請 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 添 え 、 所 属 長 に そ の 保 管 を 申

請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  所 属 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ つ た 場 合 は 、 品 目 及 び 員 数 を 点 検 し こ れ を 良 好 に 保 管 し な け れ ば な ら

な い 。  

３  所 属 長 は 、 第 １ 項 の 療 養 者 が 療 養 の 解 除 を 命 ぜ ら れ た 場 合 は 、 保 管 中 の 給 貸 与 品 を そ の 者 に 返 付

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、 給 貸 与 品 保 管 申 請 書 の 下 欄 に 返 付 年 月 日 を 記 し 、 押 印 す る も の と

す る 。  

（ 停 職 者 の 給 貸 与 品 の 回 収 ）  



第 12条  所 属 長 は 、 停 職 を 命 ぜ ら れ た 者 に つ い て は 、 そ の 停 職 期 間 中 そ の 者 の 制 服 等 （ 第 ４ 条 の 規 定

に よ り 保 存 中 の も の を 含 む 。 ） 及 び 貸 与 品 を 回 収 し 、 こ れ を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、

給 貸 与 品 回 収 報 告 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） を 作 成 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 停 職 者 が 停 職 の 解 除 を 命 ぜ ら れ た 場 合 の 回 収 品 の 措 置 に つ い て は 、 前 条 第 ３ 項 の 規 定 を 準

用 す る 。  

（ 特 殊 被 服 等 交 付 状 況 ）  

第 13条  装 備 課 長 は 、 特 殊 の 被 服 等 を 支 給 し た と き は 、 千 葉 県 警 察 の 装 備 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 39年 本

部 訓 令 第 16号 ） に 規 定 す る 装 備 管 理 シ ス テ ム に よ り 、 そ の 支 給 状 況 を 明 ら か に し て お か な け れ ば な

ら な い 。  

 

以 下 様 式 等 省 略  


